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） 本県の

今後、７

搬送が相

また、在

ラバラに

ため、在

題が発生

） 地域包

高齢者が

援、住ま

ケアシス

） 目指す

システム

① 医療

② 予防

連携し

③ 窓口

団塊の世代

高齢者が大

力低下や、認

地域包括ケ

で着実に整備

の構築に着手

中学校区

つつ、シス

るため、地

区域など柔

とが重要で

章 地域包括

地域包括ケ

地域包括ケ

地域包括ケ

の高齢者を

７５歳以上

次ぐことが

在宅の高齢者

提供される

在宅の高齢者

している。

包括ケアシ

が地域で安

いの５つの

テム」を構

すべき姿 

ムの構築に

療と介護の

防、生活支

して対応す

口機関が、困

代が７５歳

大幅に増加

認知症高齢

ケアシステ

備していく

手する必要

対 象 区

区や日常生

ステム構築

地域包括支

柔軟に区域

である。 

 

括ケアシス

ケアシステ

ケアシステ

ケアシステ

取り巻く現
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る傾向があ
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ステムの構
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においては、
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システムの

して行うこ

市町村は、

関係者の連

情報の共有

県内で活用

市町村及び

め、あいち

配慮する必

また、サー

域の元気な

。 

地域生活の

境整備が重

システム構

例に掲げる

１）医療 

在宅医療

数を増やす

を軽減す

急性期か

行するとき

の各職種

行うことが

りつけ医の

章 システム

システムの

ＩＣＴ（情

必要な人材

住まい・住

分野ごとの

のマネジメン

こととし、そ

システム構

連携を図り、

有が必要であ

用の広がりを

び地域包括

ち介護予防支

必要がある

ービスの提

な高齢者に

の基盤で在

重要である

構築に向け

るような課

課  題

療に取り組

すため、従

る必要があ

ら回復期、

きに、病院

種でカンフ

が必要であ

の参加が難

ム構築の課

のマネジメ

情報通信技

材の確保 

住まい方 

の課題と方

ントは、市

それぞれの

構築におい

、利用者に

あり、その

を見せてい

支援センタ

支援センタ

。 
提供に関わる

に生活支援の

宅生活継続

。一方、低

た取組を進

題と方策が
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む医師等の

従事者の負担

ある。 

在宅へと移

院側、在宅側

ァレンスを

あるが、かか

難しい。 

課題と方策

メント 

技術）の活用

方策 

市町村、地域

の役割は地域

いて中心的な

に適切なサー

の手段として

いる「電子連

ターにおい

ターによる研

る介護・看

の担い手と

続の土台と

低所得高齢

進めていく
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しなが
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側
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して、
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域において
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ービスを提

てＩＣＴの

連絡帳＠シス

て、専門知

研修や、適

看護人材の確

として活躍

なる住まい

齢者の住まい

には、医療

れる。 

医師会が、在

がら、医師の

医制）や夜間

医師会が、病

退院に向け

式を定めるな

図り、かかり

援センター、

て定めるべき

担うべきであ

提供するため

の利活用が期

ステム」が有

知識を有する

適切な人事ロ

確保策を実

躍してもらう

いについて

いを確保す

療、介護等

方  策 
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のグループ

間・休日の

病院（有床

けた医療・

などカンフ

りつけ医の

、地区医師

きである。

ある。 

めには、関

期待される

有効と思わ

る職員を育

ローテーシ

実施すると

うことが必

て、自らによ

する必要があ

の分野ごと

支援診療所

プ化（主治

の連絡先を確

床診療所）

介護連携

ファレンス

の参加を促す

師会が協

 

関係者間

る。 

われる。 

育成する

ション等

ともに、

必要であ

よる介護

ある。 

とに、次

を活用

医・副

確保す

と協議

シート

の効率

す。 



 
 
 

（２）医療と介護の連携 

課  題 方  策 

関係職種の間で、お互いの顔が

見える関係をつくるとともに、

関係者間で患者情報を共有す

ることが重要。 

地区医師会、市町村等が研修会（事例検討

会等）を開催する。 
地区医師会、市町村（地域包括支援センタ

ー）が主導して、患者情報の共有のために、

ＩＣＴの導入を検討する。 
患者情報の共有に関する本人

の同意の取り方や、事業者間に

おける個人情報の保護のあり

方についてのルール化が必要。

地区医師会、市町村等が、本人の同意を得

るための統一した説明資料を作成する。ま

た、個人情報保護のためのマニュアルも同

時に整備する。 
 
 
（３）介護・予防・生活支援 

課  題 方  策 

健康づくりや介護予防の取組

に参加する高齢者を増やす必

要がある。 

市町村が、高齢者が介護予防等に参加しな

い理由を分析し、民間事業者を活用するな

ど魅力的なメニューを整える。また、あい

ち介護予防リーダーを活用する。 
生 活 支 援 サ ー ビ ス を 担 う

NPO・ボランティア等を育成・

確保する必要がある。 

市町村が、中間支援 NPO に依頼し、NPO
の立ち上げや経営に関する講座を開催す

る。 
 
 
 
  （４）住まい 

課  題 方  策 

低所得の要介護者向けの住宅

を確保する必要がある。 
県・市町村が、公営住宅の建て替えや改修

の際、要介護者向け機能の付加を検討する。
 
 
  （５）認知症対策 

課  題 方  策 

認知症の高齢者が、身近な医療

機関（診療所、一般病院）で医

療を受けられるようにする必

要がある。 

オレンジプラン（認知症施策推進 5 か年計

画）に沿って、県医師会、市町村と地区医

師会、認知症疾患医療センターの支援によ

り、かかりつけ医が認知症の早期発見や日

常的な診療を行い、また身体疾患で入院が

必要なときは一般病院が円滑に受け入れら

れる体制を確保する。 
介護うつや虐待につながらな

いよう、家族介護者の負担軽減

を図ることが重要。 

市町村が、家族介護者の会等と協力して介

護者教室や交流会等を開催する。また、地

区医師会と市町村は、病院（有床診療所）

と協議してレスパイト入院が可能な病床を

確保する。さらに、医療従事者の認知症対

応力を向上させ、家族に適切なアドバイス

ができるようにする。 
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防や健康づ

は介護保険の

適切な評価

の役割の重要
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かかりつけ
が必要にな
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るよう、人

自ら健康
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積極的に

担について
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まとめ 

テムは既存

あり、今の

す役割に着

くりに力を

の保険者と

を行う。

要性や、自

民、事業者の

域で速やかに

け医を持ち定
なった場合で

地域社会との
要性について
お互いの専門

を呼びかけ
供体制を是正
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地域の関係
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事業の充実
体として自
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縮小する。
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の状態のまま

着目し、そ
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として、介護
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確保などの
介護予防に
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